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介
護
保
険
料（
本
算
定
）の

決
定
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

　

平
成
20
年
度
の
介
護
保
険
料
は
、

平
成
20
年
度
の
市
民
税
課
税
内
容
が

決
定
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、暫
定

的
な
保
険
料
額
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
、保
険
料
額
が
確
定
し
ま
し
た
の

で
、決
定
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す
。

●
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
方

　
（
特
別
徴
収
者
）

  

10
月
・
12
月
・
２
月
の
年
金
か
ら

自
動
的
に
天
引
き
さ
れ
る
金
額
を
通

知
し
ま
す
。 

な
お
、
今
年
の
10
月

か
ら
新
規
に
年
金
天
引
き
が
開
始
す

る
方
は
、
８
月
納
入
分
の
納
付
書
も

別
に
お
届
け
し
ま
す
の
で
納
め
忘
れ

の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
納
付
書
・
口
座
振
替
な
ど
で
納
入

す
る
方
（
普
通
徴
収
者
）

  

８
月
・
10
月
・
12
月
・
２
月
の
４

回
で
納
入
し
て
い
た
だ
く
納
付
書
を

お
届
け
し
ま
す
。
な
お
、
口
座
振
替

や
納
税
組
合
を
通
じ
て
納
入
す
る
方

は
金
額
だ
け
の
通
知
と
な
り
ま
す
。

※
平
成
18
年
度
の
税
制
改
正
の
影
響

に
よ
り
所
得
段
階
区
分
が
上
が
る

方
は
、
保
険
料
負
担
の
急
激
な
増

加
を
避
け
る
た
め
、
緩
和
措
置
が

あ
り
ま
す
。（
激
変
緩
和
措
置
）

※
８
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
納
付
書
が
届

か
な
い
場
合
や
、
ご
不
明
な
点
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

介
護
保
険
課
（
内
線
504
・
548
）・

各
総
合
支
所
介
護
保
険
担
当
課

◆
市
民
課
窓
口
を
毎
週
月
曜
日
延
長

し
て
い
ま
す

　

市
民
の
皆
さ
ん
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向

上
を
図
る
た
め
、
窓
口
の
業
務
時
間

延
長（
毎
週
月
曜
日
午
後
７
時
ま
で
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

通
常
の
時
間
帯
で
市
役
所
に
来
ら

れ
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

・
期
間　

平
成
21
年
３
月
ま
で
の
毎

週
月
曜
日
（
月
曜
日
が
祝
日
の
場

合
は
翌
火
曜
日
）

・
時
間　

午
後
７
時
ま
で

・
取
扱
業
務　

住
民
票
の
発
行
、
印

鑑
登
録
証
明
書
の
発
行
、
戸
籍
謄

抄
本
の
交
付

・
時
間
延
長
で
対
応
の
で
き
な
い
も

の
○
印
鑑
登
録
・
暗
証
番
号
登
録
な
ど

○
転
入
、
転
出
、
転
居
な
ど
の
異
動

手
続
き
お
よ
び
戸
籍
に
関
す
る
届

け
出

※
総
合
支
所
お
よ
び
支
所
で
は
窓
口

の
時
間
延
長
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

◆
住
民
票
や
戸
籍
の
申
請
な
ど
に
は
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書

類
が
必
要
で
す

　

５
月
１
日
か
ら
、
個
人
情
報
が
他

人
に
不
正
に
取
得
さ
れ
る
こ
と
を
防

ぐ
た
め
、住
民
票
や
戸
籍
証
明
書（
戸

籍
謄
抄
本
な
ど
）
を
申
請
す
る
と
き

は
、
窓
口
で
本
人
を
確
認
す
る
書
類

が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

窓
口
に
来
る
方
は
、
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、
写
真
付
き
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
な
ど
の
官
公
庁
発
行
の

写
真
付
き
身
分
証
明
書
な
ど
（
本
人

確
認
書
類
）
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

　

官
公
庁
発
行
の
写
真
付
き
身
分
証

明
書
な
ど
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、

健
康
保
険
証
、
介
護
保
険
証
、
年
金

証
書
な
ど
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日

の
確
認
で
き
る
複
数
の
書
類
を
お
持

ち
い
た
だ
け
れ
ば
申
請
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
代
理
の
方
は
、
委
任
状
な
ど

も
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

住
民
異
動
届
お
よ
び
戸
籍
届
出
に

係
る
「
本
人
確
認
」
も
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◆
証
明
書
自
動
交
付
機
休
止
の
お
知

ら
せ

　

電
気
設
備
保
守
点
検
に
よ
り
停
電

と
な
る
た
め
、
８
月
９
日
㈯
午
前
８

時
30
分
か
ら
正
午
ま
で
証
明
書
自
動

交
付
機
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市民課から
お知らせ
問　市民課

（内線258・261）

～ 石巻市の介護保険料（年額） ～

第 １ 段 階

新　段　階 対　　　　　象　　　　　者 割　合 年　　額
介護保険料

第 ２ 段 階

第 ３ 段 階

第 ４ 段 階

第 ５ 段 階

第 ６ 段 階

19,200円

28,800円

38,400円

48,000円

57,600円

生活保護を受けている方、世帯全員が市民税
非課税で老齢福祉年金を受けている方
本人および世帯全員が市民税非課税の方

（合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の場合）
本人および世帯全員が市民税非課税の方

（第２段階以外の方）
本人が市民税非課税の方

 （世帯内に市民税課税者がいる場合）
本人が市民税課税の方 

（合計所得金額が200万円未満の場合）
本人が市民税課税の方

（合計所得金額が200万円以上の場合）

基  準  額
× 0.5

基  準  額
× 0.75

基  準  額

基  準  額
× 1.25
基  準  額
× 1.5

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に

基
づ
く
届
出
の
縦
覧

　

石
巻
市
役
所
庁
舎
予
定
建
物

（
旧
さ
く
ら
野
百
貨
店
石
巻
店
）

の
店
舗
面
積
な
ど
の
変
更
に
伴
う

届
出
の
内
容
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間

　

11
月
10
日
㈪
ま
で
（
土
日
祝
日

を
除
く
）

縦
覧
場
所

　

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所

県
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
石
巻

合
同
庁
舎
３
階
）
お
よ
び
石
巻
市

役
所
商
工
課
（
第
２
分
庁
舎
内
）

※
当
該
届
出
の
内
容
は
、
宮
城
県

経
済
商
工
観
光
部
商
工
経
営
支

援
課
商
業
振
興
班
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問　

宮
城
県
経
済
商
工
観
光
部
商

工
経
営
支
援
課
商
業
振
興
班　

☎
022
‐
211
‐
２
７
４
６
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事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

事
業
所
か
ら
排
出
さ
れ
る

資
源
化
可
能
な
紙
類
の

受
け
入
れ
は
で
き
ま
せ
ん
！

　

平
成
20
年
４
月
よ
り
石
巻
広
域
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
は
、
事
業
所
か

ら
排
出
さ
れ
る
書
類
な
ど
で
資
源
化

可
能
な
紙
類
は
受
け
入
れ
し
て
い
ま

せ
ん
。

　

資
源
化
可
能
な
紙
類
は
、
分
別
し

た
上
で
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

者
に
収
集
を
依
頼
す
る
な
ど
適
正
な

処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

家
庭
用
生
ご
み
減
量
対
策

補
助
金
制
度

　

夏
場
は
特
に
水
分
を
多
く
含
む
生

ご
み
が
で
ま
す
。
で
き
る
だ
け
水
気

を
切
る
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
、
生
ご
み
を
自
宅
で
堆
肥

化
、
ま
た
は
減
量
化
し
よ
う
と
す
る

方
を
支
援
す
る
た
め
、
補
助
金
を
交

付
し
て
い
ま
す
。

○
家
庭
用
電
気
式
生
ご
み
処
理
機

○
発
酵
容
器
（
通
称
：
Ｅ
Ｍ
発
酵
容

器
）

○
生
ご
み
減
量
容
器
（
通
称
：
コ
ン

ポ
ス
ト
）

※
補
助
要
件
・
申
込
方
法
に
つ
い
て

は
、
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
ま
た
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問　

廃
棄
物
対
策
課
（
内
線
510
）

○
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定

証

　

70
歳
未
満
の
方
が
入
院
し
た
と
き
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
（
70
歳
以

上
で
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
は
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
）
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ

と
で
、
入
院
時
の
医
療
費
の
減
額
な

ど
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
も

有
効
期
限
が
７
月
31
日
で
す
の
で
、

改
め
て
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・
印
か
ん
（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
国
民
健
康
保
険
証

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
90
日
以
上

入
院
の
場
合
は
、
入
院
日
数
の
わ

か
る
領
収
書
な
ど

（
注
）「
限
度
額
適
用
認
定
証
」は
、
国
保
税
の

滞
納
が
な
い
世
帯
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
の
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　

後
期
高
齢
者
医
療
を
お
使
い
の
方

で
、
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の

場
合
、
入
院
時
の
食
事
代
の
減
額
な

ど
が
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
認
定
証
が

必
要
で
す
の
で
、
窓
口
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
も

有
効
期
限
が
７
月
31
日
で
す
の
で
、

改
め
て
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・
印
か
ん
（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
後
期
高
齢
被
保
険
者
証

・
入
院
日
数
の
わ
か
る
領
収
書
な
ど

（
90
日
以
上
入
院
の
場
合
の
み
）

　
問　

保
険
年
金
課（
内
線
474・648・471
）・

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
・
各
支

所

国
民
健
康
保
険
税
の

納
税
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
に
は
、
平
成
19
年
中
の
所
得
に
基

づ
き
、
加
入
者
ご
と
に
保
険
料
を
計

算
し
、
８
月
中
旬
に
平
成
20
年
度
保

険
税
納
入
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
20
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
率
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
の

協
定
に
基
づ
き
旧
１
市
６
町
ご
と
の

不
均
一
課
税
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合
、
ま
た

は
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
住

ま
い
の
地
区
の
国
保
税
担
当
窓
口
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
申
請
は
お
早
め
に
！

　

事
業
の
倒
産
ま
た
は
世
帯
主
の
疾

病
な
ど
で
、
今
年
の
所
得
が
前
年
よ

り
急
激
に
減
少
し
た
場
合
、
国
民
健

康
保
険
税
の
減
免
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

申
請
に
は
、
平
成
20
年
１
月
か
ら

12
月
ま
で
の
見
積
所
得
金
額
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請

時
ま
で
に
得
た
所
得
と
申
請
後
の
見

積
所
得
が
わ
か
る
資
料
お
よ
び
印
か

ん
を
持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
期
限
は
納
期
限
の
10

日
前
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

申
・
問　

保
険
年
金
課
（
内
線
249
・

275
・
649
）・
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課

認
定
証
の
更
新
は
８
月
１
日
か
ら
受
け
付
け
し
ま
す

　市民の皆さんに開かれた市政を目指
すために実施している「市長室開放
デー」では、市長室見学や市長との懇
談ができます。
　市長室の扉を開いて、市民の皆さん
をお待ちしていますので、お気軽にお
いでください。
問　広報広聴課（内線398）
※都合により、開催日などが変更とな
　る場合があります。

　国民年金は、保険料を納めた期間に
応じて、受け取る年金額が決まりま
す。
　20歳から60歳まで40年間保険料を納
めた場合、満額の老齢基礎年金を受け
取ることができます。
  しかし、過去に未加入期間や未納期
間があるため、老齢基礎年金を受け取
るのに必要な資格期間25年に満たない
ときや、受け取る年金を増額したい場
合には、60歳を過ぎても、任意で国民
年金に加入し、保険料を納めることが
できます。 
  任意加入の申し込みは、年金の加入
月数を社会保険事務所で確認の上、市
役所または社会保険事務所で行ってく
ださい。なお、納入は、原則として口
座振替となりますので、口座振替納付
申出書に金融機関などの確認印を受
け、任意加入の申し込みと同時に提出
してください。
問　石巻社会保険事務所 ☎22-5117・
　　保険年金課（内線256・257）・
　　各総合支所市民生活課・各支所

８月２１日㈭ 午後１時～７時です

今 月 の
「市長室開放デー」は

国民年金の
「任意加入」制度を
ご存じですか

問

問


